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企業福祉の今日的課題

一日本的経営と「従業員共同体企業」モデルの視点から－

東海学園大学経営学部早野禎二

はじめに

企業福祉の歴史を辿ると、それは、「日本的経営」の成立と密接に関連を持ったもの

であることが理解できる。日本的経営は、日本の「イエ」組織の伝統を企業経営の中

に擬制的に導入したもので、終身雇用制、年功序列制、企業別組合という特徴を持っ

ていた。それは、ドーアによれば、「従業員共同体企業」という特徴を持ち、従業員の

福祉を保障する機能を持っていた。それは、近代化の過程において、国の福祉制度の

整備の遅れを補う形で進められ、企業にとっては労働者の確保、企業への忠誠心の確
保という意味を持っていた。戦後もこのスタイルは継続され、日本の経済成長を支え

る原動力になった。それは、企業のみならず、社会の安定要因として機能した。

しかし､1990年代半ば以降､グローバル化と新自由主義が日本社会にも入ってきて、

日本的経営も大きく転換を余儀なくされる。経団連の「『新時代の「日本的経営｣一挑

戦すべき方向とその具体策訓(1995)が転機となって､企業経営に、「能力･業績評価」

が導入され、企業福祉も、従業員の多様化する価値と個人指向に対応して、個別に従

業員を対象とするものに変わっていった。それは、「能力・業績主義」にも対応したも

のであり、企業福祉もカフェテリアプランなど選択性を重視しながら総額を抑制管理

する方向に転換した。集団指向から個人指向への変化は、ベックの「個人化」が日本
でも広まってきたことを意味する。

しかし、このような英米型の個人主義的な働き方は日本人の働き方にあっているの

かという点について検討がされるべきであると考える。日本人の経済活動の特徴は、

経済活動が人と人の社会的関係に埋め込まれていることである。企業という組織に帰

属意識を持ち、長期的なコミットメントして、共同体的な関係のなかで働くことが、
日本人に合った働き方ではないかと考える。

日本的経営と企業福祉の歴史とその特徴を押え、その変化の要因を分析し、社会の

安定性が失われた今の日本社会で、再びそれが持っていた意義を考えていく重要性を
論じていきたい。
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1企業福祉の概要

●法定内福利と法定外福利

企業福利厚生

西久保浩二『日本型福利厚生の再構築一転換期の諸課題と将来展望一』（1998）

「企業において従業員本人及びその家族を対象とする福祉の向上、労働環境などの

改善を目的に展開される賃金・基本的条件以外の報酬、諸施策を総称する」

･法定内福利

政府が主管する社会保険制度（健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働災害保

険）に強制的な費用拠出することで参画するもの。

･法定外福利

経営者の自主的判断や労使の合意に基づいて導入・実施される諸施策を示すもの

で、法的な拘束力はなく、企業単位での自由裁量性、任意性に基づくもの

生活援助分野給食、販売、社宅・独身寮の提供、通勤交通費支給など

財政形成分野社内預金制度、財形貯蓄制度、持株制度、持家取得援助、各

種貸付制度

老後保障分野退職金、年金制度

健康・医療分野定期健康診断、人間ドック

遺族保障分野労災上乗せ補償制度、弔意金、見舞金、

体育・文化・レクリエーション分野運動会、保養所施設、社員旅行

その他の分野育児休業制度、永年勤続表彰

①
②

③
④
⑤
⑥
⑦

●企業福祉の先行研究

西久保（1998）

起源的に明治初頭、農村出身の低賃金労働者に対す現物給付を中心とした恩恵的

な生活援助。低賃金補完、社会保障の肩代わり、組合対策などの役割を担ってい

た｡労務管理的な性格が強いもの｡｢福利厚生｣がもっともふさわしい呼称であり、

今日的な福祉的なニュアンスは希薄であった。
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戦後の高度経済成長期を通じて社会保障制度の整備や賃金水準の上昇により社会

保障の肩代わりの側面が消滅し、相互補完・分業関係が明確になっていった。

橘木俊詔『企業福祉の終焉一格差の時代にどう対応すべきか』（2005）

企業福祉（特に非法定福利厚生）が発展してきた理由

①労働者の病気や労災上の費用、あるいは住宅提供を企業が負担することによって、

労働者が安心して勤労できる環境を与えることができる。

②引退後の所得保障策（例えば退職金や企業年金制度）に企業がコミットすること

により、長期雇用が期待できるし、引退後の生活に安心感を与える効果がある。

公的年金への事業主負担もこれと同じ解釈が可能である。

③公的部門の提供する社会保障制度が未発展で不十分な時代にあっては、企業がそ

れを進んで補完する動きがみられた。

歴燕調

労務管理上有効な政策手段、安心感の付与、勤労意欲の向上、企業へのロイヤリ

ティの醸成

一 一

橘木今日、企業福祉の役割は終わったとして「企業福祉の終焉論」を提唱。

2日本的経営と企業福祉の歴史

間宏『日本的経営の系譜』（196鋤

史l昌膿訂ズ

↓

明治以降の近代企業のなかでも有力な支柱の役割を果たし､扶助救済､治療､教育、

娯楽などの温情主義的措置がされていた。

庭寳緬涯刃
↓

・個人的・断片的措置に頼ることはできなくなり、温情主義的な伝統を汲みつつ、

組織的・綜合的管理施策として経営家族主義という新しい管理方式が生まれた。

・大正5年工場法施行

鉱業法改正、健康保険法、退職手当法などの一連の労働者保護法が制定。
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↓

フォードシステムの導入、･テーラーシステム、

､能率給制度の一部実施、工場委員会、労働委員会制度、共済組合の普及

ﾖ本社会の歴史的伝統であるI家」の観念を擬踊幾龍的合匡埋イヒかズ

とした経営家族主義が発展

↓

企業経営における実質的合理化

(経営家族主義は、明治末にすでに見られたが、広く普及したのは第一次大戦後）

隠霞罰震調
」

資本家・経営者と従業員との関係は親子になぞらえられ、両者の利害は対立する

ものではなく、労使一体であり、欧米の金銭を介した契約的労使関係とは異なる
とされ、世界に誇る日本の伝統的美風家族的労使関偶同調

であるとされた。

＊経営労務方針もこの経営家族主義

経営社会秩序として年功が重視される「年功制」

親子と同じように「一生の縁」としての「終身雇用制度」

年齢と性別に応じて、賃金額の決まる「家族制度的生活

･当時､賃金の実額は大企業においても非常に低く、従業員は、老後や不時の出費の

ために貯蓄することは難しかったため、公傷病救済制度、結婚祝金、出産祝金、退

職手当が設けられた。日常生活においても、社宅や物質購買施設が作られ、福利厚
生施殻制度が整えられるようになった。

↓

社会保障がほとん従業員に対する温情的生活保障政策であり、このような施策は、

廃合に効果的で閥争痙序11こ組織0
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廣扇蓮藪あ影雪
・当時、高まりつつあったこの時期の労働運動も経営家族主義に影響を与えた。

・大正期には、労働争議が拡大し、労働運動と社会主義が結びつき、労使協調路線か

ら階級闘争主義へと転換していった。このような労働運動の高まりに対して、資本

砿
繁
盛

家側の思想的防衛として温情主義が用いられていった。

函至睡画
・国家によって労務統制が強化

･各企業間の待遇の差が生じる労働移動や、不平不満を防ぐため、公障病死者に対す

る取扱い、応召者、戦死者の処遇、退職金の支給など賃金以外の諸給付についても詳

細な規定が法律で定められるようになった。

↓

健康保険法や、退職手当法の制定など福利施設の法制化

・企業の共済組合も産業報国会の事業に吸収。

賃金制度

・賃金と能率が切り離され、国家に奉仕する一国民として、その家族生活を支え

るのに必要な額を賃金として、月給制でうけるべきだという議論。

・賃金を企業への貢献度ではなく、労働者の家計にもとづいて決めるという方法

は、家族手当、住宅手当、通勤手当、疎開別居手当、食事手当などさまざまな

名称の諸手当が生み出し、発展して複雑な給与構成になっていった。

3「日本的経営論」研究

（1）アベグレン『日本の経営』（1958年）

・日本の企業経営の特徴

年功序列、終身雇用、企業別組合

日本の企業は、従業員と企業との恒久的な関係

従業員を一時的にせよ解雇することに消極的な理由
～

変

職が少なく、人口が多いので、雇用を最大限に増やしで人員整理を控える

のが経営者の責任であるとされ、経営者は国の経済政策に協力して、つねに

雇用を最大限に増やす義務を負うとされていた。

企業と従業員との関係は両当事者の経済的都合だけで決めるわけにはいかな

い問題だとする暗黙の認識が経営者にあり集団に対する忠誠心と相互的な責

任、言い換えれば義務左負いあう関係が、純粋に経済的な雇用関係に代わる

ものになっていた。
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Pの

日本においては 匡刀コレ､I干

から経営を考える姿勢。経営方針と国の厚生との関係がきわめて敏感。

↓

歴史的に政府と企業が密接な関係にあったことの結果。

日本は、決定的な部分で輸出入に依存しなければ経済が成り立たないため、経営

者は経営方針が国全体に与える影響を十分に意識している。

②村上・公文・佐藤『文明としてのイエ社会』（1979年）

欧米型の個人主義と能動主義の結びついた近代化過程だけが唯一のものではない。

産業化に必要な価値観はr手段的能動主義」

↓。

それは必ずしも個人主義的価値観とだけ結びつくものではなくある種の集団主義

は個人主義よりも産業化に適合的

産業化に適合的な集団主義とは、手段的能動主義とそれに基づく高度の組

織性と調和し、個人の自発性を触発する一方、激変する環境の中で個人を

十分に庇護する。

一 一

日本においては「イエ」という組織。

一
」

日本の「イエ」の基本的特性

(D超血縁性②系譜性(鋤機能的階等制(4)自立性

超血縁性は、その結合原理は、血縁でもなく地縁でもなく、いはば「社縁」ともい

うべきものであり、加入にさいしては選択意思が働く（契約的）が、加入後、その

成員は、無限定的かつ無制限に集団に帰属して（血縁的)、忠誠をつくす。その集団

は、永遠の持続を前提としているが、人為的に作られた集団である

一一

日本の近代の産業化に適合E
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3

｢イエ」封建時代

・商業経営は、家業として営まれ、それは「家」の観念によって裏付けられてい

■

き
￥
４

た。「 の 制

基本原理里

｢家」と構成員と関係においては、 家が優位に立ち、構成員が家の繁栄のために
劫け季

典

.｢家」とは家業を中心とした経営体であるが、家業経営の規模によって、それの

運営に必要な人間を家の成員として包摂していく。

一二

家長の直系・傍系の親族（血縁者）だけでなく、非親族の住

込奉公人も、単なる使用人としてではなく、家の成員として、

家長とのオヤ・コ関係の下におき、「別家」としての分家を許

すなど、実の親子に準じた待遇を与えたところに、わが国の

家業経営の特徴があったとする。

このような関係があったからこそ、奉公人に主家の繁栄を願う高い帰属意識に

裏づけられた献身的奉仕が期待できた。

文化的基盤「間柄主義」

・それ自身固有の「心｣、すなわち、意志や情感を持ち、その「間柄」に属する個

体の心理や行為を拘束する「気」あるいは「空気｣。「間柄」は、各個体に割り当て

られる分け前ともいうべき「分」というものを持っている。

・各個体は、なんらかの「間柄」の成員となって、気分をもち、職分や身分を割り振
〆一一

られることによって、初めて「自分」となる。

・各個体にとっては一体感の核心をなすような特別な「間柄」が、一つもしくは少数

存在した。

王コー

戦前期においては、国家、職場、各人の「家」がそのような特別な「間柄」であった

が、戦後は職場だけが唯一の一体感のよりどころとなった。
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伊挿

●産業化の進行と不安一手段性と即時性の分離

･産業化の初期

一つの大家族が一つの家業をもち、生産の場としての性格をある程度残してい

ることが多く、相当の範囲の親族が集まって、一つの家業が営まれており、家産

の蓄積も大きく、生活保障や教育の機能もそこで準備され、生産と生活を統括す

る家長が権威をもっていた。

同族資本主義ファミリー・キャピタリズム

一一一匠-=J-

生産と消費の分化､職場と家庭の分離

家庭から生産機能のみならず、生活保障や教育の機能まで脱落。

ｊ場の
ｊ

為
場

行
の

的
為

理
行

合
的

的
自

段
即

手
る

の
す

め
念

た
専
離

二
齢

の
に

産
費

生
消
ｒ
ｒ
砿

は
は

場
庭

職
家Ｉ

家庭から切り離された生活保障や教育は即自性と手段性のあいだを動
β

揺

消費の単機能集団としての家庭

一

手段性と即自性を結びつける体験はもはや発見できない。
宮

･主婦や未成年の子供は消費に特化し、即自的行為者としての性格を強め、家庭外

の世界では手段性が支配権を握っている。

このような分離は、人びとの潜在的不安を高めていくが、それは産業社会の一つ

の特徴であるとする。

二

生産と消費の分化が進む社会

消費集団としての家族も持続性を持てず、生産集団としての企業も、生活全体に
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わたる帰属感を調達することができない。

一-－勲
‐
半

十分に安定的にはなりにくく、社会全体として安定した基礎集団の形成がされ

にくくなる。

産業化の進行によって、生産と消費は分化し、それまでの生活の全般にわたって帰

属すべき集団は消滅。

且
消費と教育の水準は平均として上昇し、個人行動の選択の範囲が拡大

個人はあたかも自立的であるかのように意識し行動するようになる。

村上らは、信念としての「個人主義」と区別する意味でこれを「個別化」と呼ぶ。

大衆消費と大衆教育の水準が一段と上昇し生存に関する脅威が消滅した｢豊かな社会」

の段階では、個別化も一段と顕著。

最後の隠れ家になるのは、最小の親密圏としての核家族・夫婦・性的友人となり、そ

の最小圏に視野を限定して自我の輪郭を描き直すという「私化(privatization)」が進

行。

－‐－

村上らは1970年代末の時点で、日本の産業化を推進した「イエ」の組織原理に基

づく企業組織も、産業化が進むとともに、その成立基盤が揺るがされると予測して

いた。

③ドーア『日本型資本主義と市場主義の衝突』(200D

英 米日本

「私有財産観」 対「共同体観｣、

「利潤追求の道具観」対「法人実在観｣、

「契約のマトリックス観」対「社員の総合体観｣、

「株主の企業」 対「利害関係者の企業」

「株主重視企業」対「従業員重視企業」(2'）

毎～
ー

イ

匡采あ杢棗
・株主を重視し、企業買収に高い関心を示し、株主利益を優先し、株価第一。

・企業内において、下位の管理職は上司の信頼を失えば解雇される。

10



一

戸

･社会一般に、企業は、法、及び慣習によってのみ拘束される契約の網と見られ

る。雇用契約は、「職務契約」であり、昇進は、社内の労働市場を通じて行われ

ポストへの応募・競争がなされる。努力を引き出すインセンテイブは、個人単

位であり、金銭的であり、短期限に設定されている。

･努力の出力とそれに対する報酬の時間幅は少ない。

･経営者と労働者の関係は、明白に対立的な契約関係である。企業の階層構造は

専門的な能力によるものであり、服従と協力を命令する能力と権限の階層構造

をなしている。

頂末房蚕謂
・企業買収・合併には低い関心しか示さず、

・経営者の個人目標は、‘｢わが社」の（現在および将来のすべての従業員）の繁栄

のために働くことである。

・個々人の努力に対する報酬は、すぐに与えられることはなく、報酬の形態は、

より格の高い権限へ他の人より早く昇進することである。昇給と結びついてい

なくても、それ自体一種の報酬となる。

・インセンティブ感情的に自分のアイデンティティと一体化させて企業の成功

を喜ぶ、利他的な集団的インセンティブ

・共同体の一員としての一体感（および全員が何らかの昇進を期待できること）

が上下関係における対立的な性格を和らげる。権限を配分する際にも、人を威

圧する力よりも専門的な能力に重点が置かれる。従業員の削減はなるべく避け

る傾向にある。

。日本の経営者に対する規制とアカウンタピリティ

メインバンクや安定株主。自分が個人的に知っている人々と経営者自身の昇進

と退任後の人生に影響力がある同僚や若手幹部に対してのものであらた。

．F－アによれば、日本の企業は、誰かの「私有財産」ではなく、官庁に似たよう

な官僚組織体であって、

ことを意味し、共同体F

社員になるということは組織の中のキヤヅアを形成する

共同体的な性格を持っているとする。

社長や副社長や取締役は、ヒエラルヒーがあり、社長や副社j

が、彼らが関心を持っていたのは、

体成員の福祉であった。そして、」

企業共同体の長老と見なされる

その共同体の世間における名声であり、共同

その「成員」の中に入れられるのは、若手幹部

企業Iこ雇用されている人全体であり、 さらには、今後、入社しだけでなく、その

て、その企業の名その企業の名声を引き継いでいく_｢子孫たち｣_までであると理解された。

11



』
戦前

日本の企業は英米の企業に似た「経営共同体企業」(managerialcommuniWhrm)

｢従業員共同体企業」(empIWeecommmilWhrm)への転換

第一の要因戦争

株式市場の閉鎖、配当の統制が進み、官僚が取締役の任命に介入し、所有権

という利害関係ではなく、経験と能力を重要視して、会社を熟知している生

え抜きの役員を選ばれるようになった。

第二の 要 因 労 働 運 動

･戦後の先鋭的な労働運動。労働運動の「企業内化」の鍵となったのがブルー

カラーにホワイトカラーや管理職と実質的に同等の待遇を与えたことであっ

た。

･同等な基準に基づく月給制の適用、解雇についての同等な保護、給与に比例

した疾病手当や退職金の保障、単一の企業組合への参加であり、現場の労働

者にも経営者と同等の、自分は、企業共同体の一員であるという一体感を持

てる基盤を作った。

第三の要因「株式の持ち合い制度」

・大企業は、「安定株主」を確保した。

．｢株式の持ち合い制度」によって、予期できなかった市場の変動で利益が下が

ったり、短期の利益を犠牲にして長期的にしか実らない投資をしてその株価が

下がったとしてもあわてる必要がなく、経営者がしっかり嵯工いるという印象
さえ与えることができれば､銀行は融資条件を厳しくする〈三となく、乗っ取り

の危険もないと思われていた。

●「従業員共同体企業」日本の企業の特徴

日本社会における経済関係と社会関係の特殊な関係性と関連。

↓

日本における経済活動は、他の社会に比べて人と人との社会的関係に「埋め込ま

れている」企mbeddedmhce-to-hcesodalrela伽n)

12
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声

:ニコー

カール・ポラニーが、そこからの離脱が近代市場資本主義が出現する必要条件で

あると見なした「社会的埋め込み」(socialembeddedness)とは同じではない。

-Q_-
ポラニーの「社会的埋め込み」の概念は、生まれながらの家族や隣人関係を意味

する「帰属的社会的関係(ascribedsocialrelation)」への「埋め込み」を指すも

のであるが、ドーアは、日本の経済的取引行為がそこに埋め込まれている社会的

関係は後から獲得されたものであると理解している。

英米人の行動パターン

英米人は、

先を変え、

常に再選択の余地を残し、利益となると思ったらすぐ職を変え、帰属
一

投資先を変える。行動の基準は、英米人は、自分自身、あるいは家族

や友人にとって直接に利益となるかどうかである。

日本人の行動パターン

日本人は、再選択の余地を犠牲にしてでも、離脱しにくい長期のコミットメント

に入る傾向が強く、 自社の社員たちとか長期的な関係を持つ取引相手など、 さま

ざまな他人への福利を図るべき広範多様な義務を負っている。（

一些

このように経済関係が人と人との社会的関係に埋め込まれ、離脱しにくい長期的

コミットメントに入る傾向があることが、「従業員共同体企業」の背景にはあると

ドーアはとらえている。

●1980年代から英米を中心として起きてきた大きな変化

辰瘍凧正雨云輌五了悪認花面孟BI壺壼面河
一一

■■■

日本においては、 長期的なコミットメントがその場かぎりの市場主義を抑制し、他

方では「生産主義」とでも言うべきものが金融化を抑制していたが、世界的な市場化

と金融化の流れが、日本社会の変化を余儀なくさせた。

13
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4．ベック「リスク社会」論と「個人化」

mrichBeclK(1986)RisikogesenschaHAufdemWegmemeandereModern

(ウルリッヒ・ベツク『危険社会－新しい近代への道』1998年）

先進諸国

高い物質的生活水準と社会的保障の推進を背景にして、人々は、伝統的な階級よ

る諸制約や家族による扶養から解放

自分自身が物質面に関して生き残れるように、自分自身に人生設計と生き方を中

心に置くように強いる。このような「個人化」は、大集団社会の伝統的カテゴリ

ー社会階級、身分､社会階層において思考する際の寄って立つ生活世界の基盤を

取り崩す。

生活情況と人生の経過の「個人化」によって、人生が、「自己内省的に」

(selbstrefle麺刃）

一_‐
社会的にあらかじめ与えられた人生が、今や、自分で作っていく、そして作って

いかなくてはならない人生へと転換されるようになった。

旦一
職業教育や職業や職場や居住地や結婚相手や子供の数等についての決定を、他の些

末な決定とともに､行うことが可能だけでなく､行われなくてはならなくもなった。

●日本社会

・企業も、従業員にとって生涯勤めることが自明ではなくなった。リストラや輯熾

もある。

．星～

〈

．「イエ」組織に基づく企業組織に「永続的」な帰属意識を持ち、そこでの帰属的関

係に長期にコミットしていくよりも、人々は、個人が自分で生き方やライフスタイ

ルを選択していく、あるいは選択することが求められる「個人化」の傾向

や職業という場でも現れてきたのだと言える

一正ニュー

14
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一
代

少

人々に不安と不確実さの感覚を呼び起こしている

一口 ‐

*村上らの産業社会が、生産と消費の場が分離することによって、生活全体にわた

る帰属感を与える安定した基礎集団の形成がされにくくなることによって人々が

潜在的な不安感を抱くようになり、いわゆる｢私化｣が進むという分析と重なる。

この｢個人化」の傾向は､従来の日本的経営とは相容れない部分があると考えられる。

菖集団への帰属意諸

本的経営」とそれと結びついていた企業福祉の見直しを推し進めた一つの要因である

と筆者は考える。

しかし、今日のような慢性的な不況と労働市場の厳しい時代においては、「個人化」の

意味も変わってくる。かつての日本的経営が持っていた企業成員の共同的な福祉が失

国々刀司そ-C 吉井

うる資源の格差が、 結果としてそのまま社会的格差につながりことを意味する。
－－－－

蕊霧霧需蕊繋鶉鍔蕊霧灘蕊蕊

5．『新時代の「日本的経営」一挑戦すべき方向とその具体策-｣(1995)

と日本的経営の転換

・報告書では、従来の経営の長所を生かしつつ「変化に柔軟に対応するダイナミッ

クでチャレンジングな想像性豊かな企業経営」を行うことを目標とし、能力・成果

重視の人事処遇､企業を超えた横断的労働市場の育成による人材の流動化を提言した。

・企業経営は、「自由競争原理の徹底を図ることによって、安易な行政依存意識の払

拭と自己責任の下での公正・公平なルールに則った経営、経営倫理の確立」の必要を

訴えている。

15



0

･企業の福利厚生は、「個人の自助努力を支援したり、行政の果たすべき役割を補完」

法定外福利費の増大が、企業経営を圧迫を与えてはならず、企業が経営努力をして

いくことが、結果として福利厚生における企業役割を果たすことになるとする

ｇ
叩
型

雇用・就業形態の多様化と今後の雇用システムの方向として、次の3つの雇用形態を

提唱。
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入
る

従
長
る
い

も
き
る

、

い
し
で
い

し

ず
行
ろ

ほ

必
遂
い

て
、
を
で

い
る

務
ま

働
え
業
型

も

応
的
用

て
て
門
活

し

つ

専
の

と
も
ら
力

業
．
を
か
能

企
力
務
的

て
能
業
門

つ

的
専

立
練
型
ら

に

熟
定
か

ｊ
方
ｊ
的
て
型

プ
え
プ
門
じ
用

一
専

卜
猪
ル
、
。
に
暇
応
活

騨
帥
試
騨
帥
ヴ
カ
務
余

用
用
し
用
解
ル
ー
鰯
則

淵
瀧
勅
施
瀧
叩
伽
畑
牒

犠
唖
梱
》
》
》
》
》
》
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腹
撤
鵬
塙
僕
揃
顧
業
ま
プ

ｒ
企
さ
一

①
②
③

経営環境の変化に応じてどの仕事にどのような人が何人必要であるかという「自社型

雇用ポートフォリオ」の検討を進めていく

来の年功序列型賃金システムを見直し

。「職能･業績にもとづく人事･賃金管理の方向」を進め、「各人の意識と能力を発

揮できる複線型人事制度を導入し、専門職の育成、活用を重視すべきである」

･｢人事処遇制度全体が、能力・業績を重視する動きにあり、人事評価制度の整備が

一層重要になる」

〆一一
ー

敦旧 〈

｢賃金、賞与、退職金、福利費などをパッケージした上で、経営計画を踏まえた計

画的な人事費管理｣を進めていくことを求め､年功的定期昇給制度を見直し､職能

業績を重視した職能昇給を導入し、従来の定期昇給､_ベースアップによる賃金決定

を再検討する必要。

職能・業績をベースに職務内容や職務階層に応じた複線型の賃金管理を導入し、

尋給カーブについても見直しが必要

16
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‘

●福利厚生の今後の基本的方向

．｢高齢化等を反映して、法定福利費は増加傾向にあるが、今後とも給付のむだを

省き、効率化を図ることによって極力法定福利費を抑制し、我が国が活力を失わ

ないようにすることが大切である」

・法定外福利費は、「限られた予算の中で効果的に行うため、総花的ではなく有効

なものを重点的に実施していくことが求められる」とし、そのためには「既存の

制度の思い切った統・廃合も行っていく必要｣。

･企業福祉の重点施策として、経済成長が鈍化しつつあり、高度経済成長期のよう

に「あれもこれも」ではなく」あれかこれか」という選択的視点が必要であると

し、今後の企業福祉の重点施策として以下のものをあげている。

高齢化社会や業務遂行からくるストレスを考慮した予防重視の｢健康づくり」

ゆとり・豊かさの実現のための「土地・住宅関連施策」

生涯教育の視点に立った「自己啓発の支援策」

少子化、高淵上を背景にした「育児・介護の関連施策」

文化、体育、レクリエーション活動あるいは保養所など「余暇活動への支援」

イ
ロ
ハ
ニ
ホ

従業員の考え方の変化

．｢生活水準の向上や余暇の拡大により、福利厚生に対するニーズも変化しかつ多様

化」し、生活援護的なものから、健康や余暇を重視する方向の変化、好みの多様化

・このようなニーズの多様化に拍車をかけるものとして「個人のライフスタイルの

変化、家族構成の変化等」

「平均寿命の伸びにより退職後の生活への支援、介護や育児への支援などについて

のニーズ」が増加

･今後、考えられる実施策として「画一的で一方通行的な制度ではなく全一従業員'三

である」巽択の余地

一一

米国で普及している「カフェテリアプラン」の導入を提案。

「事前に提示された福利厚生の多様なメニューの中から、従業員が利用権（クレジ

ット）の枠内で自由にサービスを選択できる制度」

「カフェテリアプランの実施・運営には従業員を参画させ、また費用の一部に自己

17



負担を取り入れるのが一般的」

．この制度の特徴は総枠の人件費を管理しやすい、また自分で選択を行うため従

業員の評価も得やすいこと、画一給付によるムダを回避することができる等、効

率化が図りやすいことをあげている。

･福利厚生給付の配分において従業員側からの選択を直接的に反映すると同時に、

一人当たりの予算額（利用可能上限）を事前に明確に定めることで福利厚生費全

体に対するコントロールの枠組みを与えようとするものである。

事業提携委託化、請負化、別組織化、共同化

･企業が直接､福利厚生を行う以外に､年金基金､健康保険組合､互助会や共済会、

労働組合等で福祉事業を行っている場合があるが、これらの問での「事業の連携

や調整」の検討がされるべきである。

．また、効率化策として、 事業の委託化、請負化、別組織化、共同化を提唱し、食

堂の外部委託塾_委託型保養所・保育所の共同利用、契約型介護施設の共同利用な

どを具体例としてあげている。

このように1995年に出された日経連報告書は、それまでの「日本的経営」

から大きな方針転換を企業に迫ったものであり、それ以降の日本の企業経営の

方向を進路づけたという意味で､一つのターニングポイントなる報告であった。

そして、また、それは企業福祉、企業経営だけでなく、広くその後の日本社会

にも影響を与えたものだったと言える。

6.90年代以降の新しい企業福祉の事例

功序列、終身雇用の見直し
〆～

一

イ

ベネッセ

1995年より、それまでの年功序列制度から能力主義、業績主義に軸足を移した新人

事制度の導入とともに、年棒給やポイント制退職金制度を始めた。ノーワーク・ノ

ーペイの原則で、休職者に対してはポイント付与が停止され、社内に夫婦で勤務し

ているケースでも世帯単位とせずに個人単位で付与される。

18
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〆も

西友

1996年よりカフェテリアプランを導入し、開放型人事制度で、それまでの終身雇

用や年功処遇などの日本的な雇用慣行に代わり、実力主義能力主義となり、自

由と自己責任､契約概念を全面に出し､出入り自由の弾力的な雇用政策を始めた。

それに伴って、福利厚生制度も変革した。一人あたりポイントは、公平性の原則

に基づき、職位や勤続年数などに関係なく全員一律である。

企業の一部は、福利厚生からの撤退を進めている。企業にとっての人件費は一定

とし福利厚生と賃金への配分において抜本的な見直し。

厨I廩笙あ瓢
法定外福利費に充当されていた賃金の一部を年間の現金給与（賞与部分）にふり

かえるものであり、本来退職時に支払うべき退職金相当分や企業年金への拠出分

への賞与など毎年現金給与へ前倒し支給するものである。

松下電器産業

福利厚生の賃金化「全額給与支払制度」が導入

退職金・福祉現金給付コース(A社員)、退職金現金給付コース(B社員）

カフェテリアプラン

日経連調査

2011年度のカフェテリアプラン「導入企業」は93社である。その数は緩や

かながら増加している。「導入企業」は、運営費用などの面でスケールメリット

を活かしやすいこと等から、 距業員規模の大きい企業が多く、3,000人以上の

規模の企業がおよそ70％を占める。

宮

､カフェテリア・プラン方式の導入に見られるような新しい企業福祉の手法は、か

っての日本的経営が主流であった時代とは様相を異にし、従業員の共同体的な福

祉ではなく、従業員一人一人に対する個別的な企業福祉が生まれていると言える。

すなわち、従業員の企業という集団組織への帰属意識が薄れるともに、多様化す

る個人のそれぞれの選択性を充たすように企業福祉が転換して来ていると言える。

ニ ー ー
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7．橘木「企業福祉の終焉」論（2005）
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匂
』

企業福祉は役割を終えたとし､今後は企業はそれから撤退し､経済活動に特化し、

福祉は普遍主義に基づく福祉国家によって進められるべきであると論じている。

･大企業と中小企業の格差の問題

労働者の中での正規労働者と非正規労働者との間の格差。

･企業にとっての法定内福利のメリットは何か

法定内福利と法定外福利への支出とでは、意味が異なり、法定外福利厚生は、そ

の企業で働く労働者のみにベネフィットが及ぶものであり、企業がこれらの福祉支

出を払っても、従業員の利益として計算でき、労務管理上の政策になりうるが、年

金、医療、介護といった法定内福利厚生費の支出は、必ずしも、その企業で働く従

業員のベニフイットになるとは限らないという問題があるとする。

■

企業の合併や分社も頻繁になり、労働者自身も企業を移動する割合が高くなって

きており、従業員が一つの企業に新卒後の入社から労働市場の引退まで勤務する

例はかなり少なってきたことが、企業福祉の実践においても多くの問題を生み出

し、例えば退職金の計算、企業年金の運営ということに難題をもたらしていると

する。

･カフェテリアプランの問題

総得点を使い切れない人に残余分を賃金として支払うのかという課題をクリアしな

ければならないという問題

.Zウトソージング化のデメリット

企業が民間会社に管理委託すると、企業福祉の顔が従業員に見えにくくなるので、
．房～

そもそも企業が期待する企業福祉の目的を従業員が感じなくなる恐れが生じる。

Q福祉における共同体主義と普遍主義の問題

これまでの日本の社会保障や福祉は企業別の共同体主義による特色を持っており、

公的な医療保険制度、組合健保、政府掌握、国民健保、公務員共済は職業と企業主

体によって明確に区別され、共同体主義に立脚していた。

－口一
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福祉サービスはすべての人に公平に及ぶ普遍主義が望ましく、各自に公平な福祉サ

ービスを提供するためには、福祉国家による普遍主義的な福祉政策が望ましい。

・福祉国家の道を選択すれば、企業は企業福祉から後退してもよく、企業は保険料

の事業主負担をする必要はなくなる。

・企業本来の社会的責任は、ビジネスの繁栄と雇用の確保であり、国民への賃金・

所得の支払いを確実に行うことにあるとする。従って、福祉は普遍主義の観点から

国家が行うべき。

･年金､医療、介護といった社会保障の財源を､保険料方式ではなく税方式で徴収

することを提唱。税方式の方が一国の経済の効率性にとって好都合であり、保険

料方式は労働や資本の資源配分に歪みを与えることになるので、経済の効率性に

阻害要因となるとしている。社会保障制度について橘木がモデルとするのはデン

マークの福祉国家制度である。

橘木はこれらを実現可能性という視点よりも、今の制度に対するひとつのオール

タナティブとして提案する。

橘木の理論に対しては、今の日本の財政状態で、デンマーク型の福祉国家が実現

できるのかという現実的な観点からの批判も可能であるが、報告者は、この立場

に対しては、営利性、効率性に樹上しない「従業員共同体的企業」が持っていた

意義、そして企業の日本社会のなかでの「公的」役割と責任という観点から批判

を、次の考察の部分で行っていきたい。

ー

考察

企業組織は、単に生産性と効率性だけに機能が糊上するものではなく、.さまざまな

機能を併せ持つ。

一一一

企業福祉は、効率性と能率性以外の感情や情緒、人間関係という視点から論じられる

必要がある。

また、企業福祉は労務管理的視点でのみ捉えられるのではなく、日本社会の中でのそ
■

の「公」的、「共」的な役割の視点から論じられるべきであると考える。

21



。「日本的経営」は、企業とは、単に営利性を追求するだけの民間の私的な団体ではな

く、経営者は、従業員の雇用を含めて、その福祉に関心を持ち、契約という形で現れ

なくても、経営者と従業員のあいだには暗黙了解として、それが共有され、その安心

感にもとに、「従業員共同体的企業」が形成されていた。

・企業は、国の方針のもとに生産を上げていくという役割を持っていたが、雇用を含

めて従業員の生活を保障するという役割と責任を持っており､、企業は「半公的」な役
劃を持っていた。企業は、 外部に対する「公j的側面と内部における｢共」的側面の

二つの側面を持っていたと報告者は考える。

・90年代以降の日本の経営方針の転換とそれと連動した企業福祉の変化は、このよう

なかつて企業が持っていた日本社会における位置と役割を変えさせるものであり、そ

れは、日本社会の不安定要因をもたらしたと報告者は考える。

･報告者は、日本人の働き方に適合的なのは、契約社会のような個人に負荷がかかる

システムではなく、帰属的な社会関係がある場所で、長期的なコミットメントに従

って、協働的に働くシステムであると考える。

･効率優先で、個人に負荷をかけるシステムは短期的には個々 の企業利益を上げるこ

とはできても、長期的に見ると、個々 の労働者を疲弊させ、それはやがて企業の活

力を奪うようになり、結果として国を衰退に向かわせるのではないかと危倶する。

･今後の企業福祉の方向性について、具体的な提案を今行うことはできないが、かつ

ての日本的経営の「従業員共同体企業」の持っていたメリットをもう一度、見直す

べきであると考える。

･橘木氏は、企業福祉は、これまで「共同体主義」であり、それ鴎~不公平性をもた
らすと批判し、国家による普遍的福祉に転換し、企業福祉は終焉を迎えるべきだと論
じる。

－－－

確かに公平性の問題が生じることは筆者も認めるが、普遍的な制度的福祉が整えら

れたとしても､福祉は､制度だけで進められるものではなく、その根底にある社会的．

文化的なものへの視点も必要であると考える。
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．特に ヨ本社会は、近代以降も、経済的関 係Z の社会的関係に理

に見て、経済活動、さらには社会にマイナス要因となっていくのではないかと考え

る。

・制度と歴史的・文化的に形成されてきた社会関係とを合わせて一国の福祉は考え

られるべきであると考える。そのような視点から、日本の企業福祉の成立過程を辿

り、企業福祉の歴史を日本社会の社会的文化的土壌の中で理解していくことが重要

であると考え、日本の伝統的な「イエ」と企業組織の関連という観点から、本稿で

は、日本の企業福祉のあり方について論じてきた。

●「個人化」と企業

・社会全般の「個人化」の傾向は確かに見られ、個人のライフスタイル、結婚、家

族の形態にそれは表れている。そのような流れがある一方で､近年､特に震災以降、

人々の意識に少し変化が見られ、社会貢献意識の高まり、「絆」が強調されるように

なった。

・ここで、日本社会における個人指向から集団指向への兆候が現れているという仮

説をたてることも可能である。そのような兆候は、リストラ、解雇などが広まって

いる中、安定した雇用を望む声が出ているところに見ることができる。このような

労働者の意識の変化に企業がどのように対応するか、そこから、企業福祉のあり方

も問われると思われる。

。｢個人化」という現象に関しては、ベックの概念が日本の社会の現象にそのまま当

てはまる概念であるのかという点も問われなければならないざすなわち､置くツクの

「個人化」と村上らの言う「個別化」には違いがあるかどうかということの検証の

必要性である。

．｢個別化」は、産業化とともに生産と消費が分化し、生活全般にわたって帰属すべ

き集団が消滅する一方で、消費と教育の水準が平均として上昇し、個人行動の選択

の範囲が拡大したことを指すという点でベックの「個人化」概念と共通性を持って

いる。

．しかし､村上らは、「個別化｣は自己における究極の価値を信じる信念としての｢個

人主義」と同じものとは捉えない。
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△

･ベックの論じる｢個人化」は福祉国家という制度に依存するという点で究極の価値

を信じる信念としての「個人主義」とは同義ではないが、「個人化」は西欧の「個人

主義」の伝統の延長にあると筆者は理解する。

〆

・村上らは、日本社会が、新中間層化し、人々 の「個別化」が進行していくとして

も、「あたかも自立的であるかのように」意識し行動しているだけで、それは、「個

人主義」ではないと理解し、「間柄主義」は残り続けていくと認識していた。報告者

ないと考える。

・村上らは、1970年末の時点で、今後の日本の予測として、二つの方向性があると

考えていた。一つは、新中間層現象は不可逆であり、従来の集団主義からの離脱の

方向が続く方向性と、それとは反対に、集団主義への回帰が起こる方向性である。

･後者は、いったん形成された新中間層が、「個別化環境条件の謝上に伴って既成の

間柄からの漂出を中止し、急速に間柄への回帰を試みようとしている、という状況

を設定しその場合」である。

．この「個別化」が一定、進行したあとで、再び、ある種の集団回帰が起こるとい

う予測は、震災以降の「絆」の強調など、現在の状況と重なる点がある。

ここで、経済不況や原発事故などの環境要因が、個人指向から集団指向への変化を

促し、家族や企業等の近代の伝統的な集団への回帰指向が強まっているという仮説

を立ててみることもできよう。

●村上氏らの提言

･村上らは､'970年末の時点で､新中間層が既成の間柄からの漂田を中止し間柄へ
の回帰を試みてくるとしたら、企業がそれを拒絶することなく、それを迎え入れ、

「新たな調和と活力ある間柄」を作り上げことが必要となり、その際の、組織革新

の方向を提言していた。

．すなわち、企業には、従業員の共有する集合目的をより無限定化し、多面的な機

能を果たすことが求められ、企業は、営利や市場シェアの維持・拡大とともに従業
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員の生活の場としての役割を強め、若者雇用の拡大、雇用された後での企業内外で

の従業員教育の推進、文字通りの終身雇用制の実現、企業内福祉のいっそうの充実

等を進めていく必要があるとしていた。

．そして、村上らは、企業はそのメンバーの範囲を大きく拡大する必要性があると

する。新中間層の間柄への回帰指向は、回帰するべき間柄を持ち合わせている人々

とそうでない人々（依存人）とのあいだの分解を再び発生させる。

．とりわけ、「高齢者、婦人、青少年」といった範嬬に属する人々の多くは、帰属す

べき間柄を持ちにくいため、帰属すべき間柄をもつ人々に対する怨念・嫉妬や、企

業に代表されるそういった間柄自体に対する批判・攻撃が生じやすい。

一 一コ一一

．従って、間柄への帰属をなるべく多くの人々に許すことが企業の社会的責任とみ

なされるようになってくる。企業が果たすべき機能が多様化すればするほど、さま

ざまに異なる特性をもつ従業員が企業の中で果たしうる役割も多様かつ豊富になっ

てくる。

このような企業福祉への提言は、今日でも十分有効性を持つと報告者は考える。企

業が、その包摂の範囲を広げることが、企業の「公」的な役割と責任であり、そし

て、包摂した成員の中で「従業員共同体」を作り上げていくことは、広い意味の社

会の福祉的機能を高めることでもあり、社会の安定要因につながると報告者は考え

る。

しかし、村上らは、新中間層の間柄主義への回帰が生じるとしても、新中間層は従

来と全く同じタイプの「間人」となって企業に回帰していくのではなくて､､多かれ

少なかれ、 ｢個別化」の潜在的指向性も保持しながら、回帰してくると予測していた

点は留意しておくべきことであると考える。

一

「間柄主義」を潜在的に残しつつ進んでいった「個別化」という経験が人々の間に

はあり、家族や企業への回帰が見られたとしても、それは、まったく過去の人々の

家族意識、企業意識とは同じではないであろう。

この見解に従うと、 見在、英米型の「契約社会」「個人主義」に日本社会が完全にな

っているわけでもなく、他方、過去の「イエ」「間柄主義」そのものへの単純回帰で

ないというところで集団回帰の兆候が見られるというが今の日本社会：=状では
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ないなと報告者は推測する。

この今の日本社会の動向を企業が、適切に把握し、どのようにその経営スタイルを

再構築し、企業福祉の方向を定めていくのかが、今後、重要になってくると思われ

る。新時代の「日本的経営」－挑戦すべき方向とその具体策-弓』以降の日本の経済

界の雇用政策は、英米流の個人主義と契約主義を日本に持ち込むことで成果を上げ

ようとしているが、 短期的ではなく、長期的視野に立った場合に、それがうまく機

能していくのか 今この時点で、検討する ことが重要になってきているように報告

者は考え乙。すなわち、企業の社会の中での「公」的役割と責任、「共」的機能の重

要性についてもう一度、議論されなければならない。

．しかし、その場合、注意しなければならないのは、「間柄主義」への回帰が、異質性
Q

を認めない同調圧力になることである。集団回帰が加速化していった場合、個人の

自由や権利がいかにそこで保障されるのかという観点が重要になっていく。

･村上らの議論では、企業が回帰してくる人々を包摂する際の原理は、「間柄主義」で

あり、「超血縁性」であった。それは、血縁と地縁をも超えた「社縁」ともいうべき

ものであり、伝統的な「イエ」組織を源流に持つ擬制的な家族主義を包摂原理とし

ていることには変わりはない。

現在、新たな人々の集団志向がみられるとしたら、その結合原理は、基本的に「家

族主義的」「間柄主義的」なのか、血縁原理、あるいは擬似血縁原理、超血縁的な結

合原理であるのか、それとも、それらとは別の原理なのか、今までにない新しい結

合、あるいは社会関係がうまれているのか。

もし、新たなつながりの原理が生まれていて、それが従来の「イエ」組織とは異なる

企業の新たな包摂の原理となっていくなら、そこに新たな企業経営スタイル、企業

福祉が今後、現れてくることになるであろう。
屍～

イ

・村上らは、文明論的な視座を持ち、有史以来の文化的型という文化本質論的立場

に立っていることには報告者は疑問を感じる。

。しかし、このような集団主義的文化は、ナショナリズムのように近代化の過程で

「作り上げられた(invented)伝統」であり、一定の集団を維持するために必要と

された単なるイデオロギーに過ぎないという見方も必ずしも正しいものとは考えな

い。
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このような文化は有史以来の日本の文化の本質であり永遠のものではなく、歴史

的に形成された来た文化であると考えるが、それは、作り上げられた伝統で、イ

デオロギー的なものとして否定されるものでもなく、日本の社会の中で一定の意

味ある役割と機能を果たしてきたものとして評価される点があると考える。

．ただ、村上らは、「解体的土着化」という概念を使用し、伝統と外来文化の習合と

いうアプローチを持っていることは、「習合」という概念の使用がそこで適当であ

るかどうかは別にして、彼らが、単なる「文化本質主義」論者ではないと報告者

は考える。

また、今どのような共同性が必要かと･いう議論とともに、その共同性にすべてが

拘束されない個々人の自由がどのように担保されるのかということも検討されな

ければならない。それが、かつての「日本的経営」が持っていた負の側面、すな

わち、運命共同体的な拘束性を乗り越えるポイントになっていくと思われる。
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